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二
八

件
の
専
決
処
分
を
承
認

暫
定
予
算
補
正
予
算
を
可
決

助
役
・
監
査
委
員
等
を
選
任

開
会
初
日
の
は
じ
め
に
、
正
副
議

長
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
議
長
に
榎
本

政
規
議
員
、
副
議
長
に
佐
藤
征
勝
議

員
が
当
選
し
ま
し
た
。
続
い
て
、
新

市
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
条
例
、

事
務
局
設
置
条
例
の
各
制
定
に
つ
い

て
の
条
例
議
案
三
件
を
議
会
が
一
括

提
案
し
、
賛
成
全
員
で
す
べ
て
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
常
任
委
員
及
び
議
会
運
営

委
員
の
選
任
が
行
わ
れ
、
議
長
の
指

名
に
よ
り
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

鶴
岡
地
区
衛
生
処
理
組
合
議
会
、
庄

内
広
域
行
政
組
合
議
会
、
鶴
岡
地
区

消
防
事
務
組
合
議
会
、
月
山
水
道
企

業
団
議
会
の
各
議
員
の
選
挙
が
行
わ

れ
、
議
長
の
指
名
推
選
に
よ
り
決
定

し
、
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
に
つ

い
て
は
、
議
長
の
指
名
に
よ
り
推
薦

さ
れ
ま
し
た
。（
委
員
会
等
の
構
成
は
、

六
頁
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

二
八

件
の
専
決
処
分
を
承
認

開
会
二
日
目
、
新
市
の
二
五
一
件

の
条
例
の
制
定
、
平
成
十
七
年
度
の

各
会
計
暫
定
予
算
、
字
の
名
称
の
変

更
な
ど
、
計
二
八

件
の
専
決
処
分

に
つ
い
て
の
議
案
十
四
件
を
市
長
当

局
が
一
括
提
案
し
、
賛
成
全
員
で
す

べ
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

暫
定
予
算
補
正
予
算
を
可
決

平
成
十
七
年
度
一
般
会
計
暫
定
予

算
に
、
豪
雨
災
害
に
よ
る
道
路
復
旧

工
事
費
、
行
政
顧
問
の
設
置
経
費
な

ど
を
盛
り
込
ん
だ
補
正
予
算
議
案
一

件
を
市
長
当
局
が
提
案
し
、
質
疑
、

討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

討

論

内

容

合
併
の
理
由
は
財
政
困
難

高
額
な
報
酬
は
矛
盾

日
本
共
産
党
市
議
団
を
代
表
し
、

補
正
予
算
の
行
政
顧
問
の
設
置
に
反

対
討
論
す
る
。
合
併
協
議
で
事
務
事

業
調
整
は
合
意
し
て
お
り
、
各
地
域

の
議
員
も
選
出
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、

政
策
調
整
委
員
会
や
地
域
審
議
会
が

設
置
予
定
で
、
地
域
の
要
望
は
市
政

に
反
映
さ
れ
る
。
ま
た
、
行
政
顧
問

の
勤
務
が
月
額
三
十
万
円
に
ふ
さ
わ

し
い
と
は
理
解
で
き
な
い
し
、条
例
で

金
額
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。元
々
合

併
は
財
政
困
難
を
理
由
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
高
額
な
報
酬
の
行
政

顧
問
の
撤
回
見
直
し
を
求
め
る
。

報
酬
額
を
相
当
上
回
る

効
果
が
あ
る
と
期
待

新
政
ク
ラ
ブ
を
代
表
し
、
補
正
予

算
に
つ
い
て
賛
成
の
立
場
で
討
論
す

待
る期

待 難盾
困
難

矛
盾

の
市
政
運
営
を
軌
道

に
乗
せ
る
責
任
は
市

長
に
あ
る
。
今
ま
で

の
施
策
を
総
ざ
ら
い

し
、
特
に
旧
町
村
の

実
情
を
十
分
調
査
し
、

政
策
採
否
の
判
断
基

準
等
を
念
頭
に
、
市

政
運
営
に
万
全
を
期

し
た
い
と
し
て
行
政

顧
問
を
置
く
市
長
の

考
え
は
、
将
来
に
向

け
誤
り
な
き
体
系
を

確
立
し
よ
う
と
す
る

決
意
の
表
れ
と
思
う
。
報
酬
額
は
、

特
別
職
の
条
例
の
別
表
二
に
準
拠
す

る
も
の
で
、
自
治
法
上
問
題
な
い
。

行
政
顧
問
制
度
の
市
民
へ
の
周
知
に

努
め
る
よ
う
要
望
し
、
賛
成
す
る
。

討
論
の
の
ち
、
表
決
の
結
果
、
賛

成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

の
条
例
議
案
一
件
及
び
山
形
県
消
防

補
償
等
組
合
、
山
形
県
自
治
会
館
管

理
組
合
、
庄
内
広
域
行
政
組
合
の
各

規
約
変
更
に
つ
い
て
の
事
件
案
件
三

件
を
市
長
当
局
が
提
案
し
、
賛
成
全

員
で
す
べ
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

助
役
・
監
査
委
員
等
を
選
任

議
会
最
終
日
、
人
事
案
件
六
件
を

市
長
が
提
案
し
、
質
疑
の
の
ち
討
論

な
く
、
表
決
の
結
果
、
賛
成
全
員
で

す
べ
て
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

助

役

芳
賀

肇
氏
（
昭
和
町
）

監
査
委
員

奥
山
眞
弘
氏
（
大
山
二
丁
目
）

本
城
昭
一
氏
（
議
会
議
員
）

教
育
委
員
会
委
員

齋
藤
英
雄
氏
（
下
名
川
）

中
目
千
之
氏
（
昭
和
町
）

伴
和
香
子
氏
（
家
中
新
町
）

武
山

育
氏
（
切
添
町
）

尾
形
昌
彦
氏
（
加
茂
）

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

鎌
田
悌
治
氏
（
布
目
）

紺
野
英

氏
（
大
西
町
）

小
室
由
彦
氏
（
家
中
新
町
）

三
浦
晃
一
氏
（
山
五
十
川
）

固
定
資
産
評
価
員

三
浦
義
廣
氏
（
稲
生
二
丁
目
）

る
。
行
政
顧
問
制
度
の
設
置
は
、
新

市
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
富
塚
市
長

が
合
併
の
最
大
効
果
を
早
い
時
期
に

求
め
、
最
善
の
策
と
し
て
提
案
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
市
民
の
負
託
に
応

え
る
べ
き
現
実
を
認
識
す
る
時
、
施

策
遂
行
の
た
め
の
行
政
顧
問
制
度
の

設
置
と
そ
の
予
算
は
当
然
と
考
え
る
。

市
長
は
報
酬
総
額
を
上
回
る
効
果
が

あ
る
と
説
明
し
て
お
り
、
想
定
以
上

の
効
果
と
な
る
よ
う
期
待
す
る
。

市
民
の
意
識
か
ら
逸
脱

真
の
行
財
政
の
再
構
築
を

み
ど
り
鶴
岡
と
し
て
、
補
正
予
算

の
う
ち
行
政
顧
問
制
度
に
つ
い
て
反

対
討
論
す
る
。
他
の
自
治
体
を
調
査

し
た
が
、
本
市
と
同
規
模
で
合
併
し

た
石
巻
市
、
三
次
市
に
行
政
顧
問
ポ

ス
ト
は
な
い
。
行
財
政
改
革
の
趣
旨

か
ら
当
然
だ
。
旧
首
長
等
を
特
別
参

与
に
委
嘱
す
る
富
山
市
は
、
報
酬
月

額
が
一
万
七
千
円
で
、
本
市
の
三
十

万
円
は
市
民
の
意
識
か
ら
逸
脱
し
て

い
る
。
行
政
顧
問
制
度
は
、
密
室
型

の
姿
勢
を
助
長
す
る
仕
組
み
に
な
る

の
で
な
い
か
と
思
う
。
オ
ー
プ
ン
な

議
論
で
協
働
型
で
解
決
を
図
る
の
が
、

真
の
行
財
政
の
再
構
築
と
考
え
、
行

政
顧
問
制
度
の
撤
回
を
求
め
る
。

旧
町
村
の
実
情
を
把
握
し

総
合
的
判
断
の
た
め
必
要

黎
明
・
公
明
ク
ラ
ブ
を
代
表
し
、

補
正
予
算
の
行
政
顧
問
の
設
置
経
費

に
賛
成
の
立
場
で
討
論
す
る
。
新
市

築
を

脱構
築
を

し必
要

握
し

め
必
要

“専決処分”って？
議会の議決を要すべき事項を、市長
が議会に代わって、これを処分（行政

権の作用を発動）すること。処分後の初めての議会
に報告し、議会の承認を求めなければならない。

“どんな場合に行うの？”
議会不成立のとき（議会が解散などで、まだ選挙
が行われていない場合など）
定数の半数以上が不存在のとき
市長が、必要なときまでに議会を開く時間がない
と認めるとき（事が急を要し切迫している場合など）
議会が、必要なときまでに議決すべき事項を議決
しないとき（議会の故意や外的事情などから議決で
きない場合など）
市長が専決処分できる事項を、議決により指定し
ている事項であるとき（軽易な事項）
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議案番号 議案名 審議結果
議第 号 鶴岡市役所の位置を定める条例ほか 件の条例の制定の専決処分の承認について
議第 号 平成 年度一般会計暫定予算ほか 件の専決処分の承認について
議第 号 鶴岡市と山形県消防補償等組合の非常勤職員に対する公務災害補償の事務の委託の専決処分の

承認について
非常勤の職員並びに非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する公務災害補償に関す
る事務を山形県消防補償等組合に委託した専決処分について議会の承認を求めるもの。 承 認

議第 号 鶴岡市と山形県の公平委員会の事務の委託の専決処分の承認について
地方公務員法第 条第 項に規定する公平委員会の事務を山形県に委託した専決処分について
議会の承認を求めるもの。

議第 号 市指定金融機関の指定の専決処分の承認について
市の公金の収納及び支払の事務を取り扱う指定金融機関として、株式会社荘内銀行を指定した
専決処分について議会の承認を求めるもの。

議第 号 山形県東田川郡藤島町土地開発公社定款の一部変更の専決処分の承認について
羽黒町土地開発公社及び温海町土地開発公社が解散し、引き継いだ藤島町土地開発公社の名称
を鶴岡市土地開発公社に変更するなど、定款について変更した専決処分について議会の承認を
求めるもの。

議第 号 字の名称の変更の専決処分の承認について
合併前のそれぞれの市町村の字の名称から 大字 という字句の標記をなくすもの。ただし、
旧羽黒町の新市における標記は 大字 を 羽黒町 とするもの。

議第 号 鶴岡市と三川町の介護認定審査会に関する事務の委託の専決処分の承認について
庄内南地区介護認定審査会の廃止を受け、介護認定審査会が行う審査判定事務を三川町から受
託した専決処分について議会の承認を求めるもの。

議第 号 庄内視聴覚教育協議会への加入の専決処分の承認について
庄内視聴覚教育協議会（合併前の市町村においてそれぞれ加入していたもの）に加入した専決
処分について議会の承認を求めるもの。

議第 号 鶴岡市と山北町の山北町特定環境保全公共下水道（伊呉野処理区）事業の事務の委託の専決処
分の承認について
山北町特定環境保全公共下水道事業の事務（合併前の温海町において受託していたもの）を山
北町から受託した専決処分について議会の承認を求めるもの。

議第 号 山形県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分
の承認について
平成 年 月 日から新たに酒田市が設置されることを受け、山形県市町村職員退職手当組合
を組織する地方公共団体の数を減少し、規約に関し所要の変更をした専決処分について議会の
承認を求めるもの。

議第 号 庄内視聴覚教育協議会を設ける地方公共団体の数の減少の専決処分の承認について
平成 年 月 日から新たに酒田市が設置されることを受け、庄内視聴覚教育協議会から酒田
市、八幡町、松山町及び平田町を脱退させた専決処分について議会の承認を求めるもの。

議第 号 庄内視聴覚教育協議会を設ける地方公共団体の数の増加及び規約の変更の専決処分の承認につ
いて
平成 年 月 日から庄内視聴覚教育協議会に酒田市を加入させ、規約に関し所要の変更をし
た専決処分について議会の承認を求めるもの。

議第 号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の専決処分の承認について
市長の給料月額について、任期の初日から当分の間、給料月額に 分の を乗じて得た額を
減額した専決処分について議会の承認を求めるもの。

議第 号 平成 年度一般会計暫定予算補正予算（第 号） 可 決
議第 号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 可 決

次に掲げる割合をそれぞれの給料月額に乗じて得た額を平成 年 月 日までの間減額するも
の。市長 分の 、助役 分の 、収入役 分の 、監査委員 分の

議第 号 山形県消防補償等組合の規約変更について
庄内町、鶴岡市及び酒田市の合併を受け、山形県消防補償等組合規約の所要の変更をするもの。

議第 号 山形県自治会館管理組合の規約変更について 可 決
庄内町、鶴岡市及び酒田市の合併を受け、山形県自治会館管理組合規約の所要の変更をするもの。

議第 号 庄内広域行政組合の規約変更について
庄内町、鶴岡市及び酒田市の合併を受け、庄内広域行政組合規約の所要の変更をするもの。

議第 号 助役の選任について 同 意
議第 号 監査委員の選任について 同 意

選出区分を識見を有する者として選任するもの。
議第 号 監査委員の選任について 同 意

選出区分を議会議員として選任するもの。
議第 号 教育委員会委員の任命について 同 意
議第 号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 同 意
議第 号 固定資産評価員の選任について 同 意

議第 号 鶴岡市役所の位置を定める条例ほか 件の条例の制定の専決処分の承認について
議第 号 平成 年度一般会計暫定予算ほか 件の専決処分の承認について
議第 号 鶴岡市と山形県消防補償等組合の非常勤職員に対する公務災害補償の事務の委託の専決処分の

承認について

議第 号 鶴岡市と山形県の公平委員会の事務の委託の専決処分の承認について

議第 号 市指定金融機関の指定の専決処分の承認について

議第 号 山形県東田川郡藤島町土地開発公社定款の一部変更の専決処分の承認について

議第 号 字の名称の変更の専決処分の承認について

議第 号 鶴岡市と三川町の介護認定審査会に関する事務の委託の専決処分の承認について

議第 号 庄内視聴覚教育協議会への加入の専決処分の承認について

議第 号 鶴岡市と山北町の山北町特定環境保全公共下水道（伊呉野処理区）事業の事務の委託の専決処
分の承認について

議第 号 山形県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分
の承認について

議第 号 庄内視聴覚教育協議会を設ける地方公共団体の数の減少の専決処分の承認について

議第 号 庄内視聴覚教育協議会を設ける地方公共団体の数の増加及び規約の変更の専決処分の承認につ
いて

議第 号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の専決処分の承認について

議第 号 平成 年度一般会計暫定予算補正予算（第 号） 可 決
議第 号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 可 決

議第 号 庄内広域行政組合の規約変更について

議案番号 議案名 審議結果

議第 号 山形県消防補償等組合の規約変更について

議第 号 山形県自治会館管理組合の規約変更について 可 決

議第 号 助役の選任について 同 意
議第 号 監査委員の選任について 同 意

議第 号 監査委員の選任について 同 意

議第 号 教育委員会委員の任命について 同 意
議第 号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 同 意
議第 号 固定資産評価員の選任について 同 意

市長当局から提出された議案と審議結果

平成 年 月臨時会号 つるおか市議会だより



議案番号 議案名 審議結果
選 第 号 議長の選挙 頁に掲載
選 第 号 副議長の選挙
議会第 号 鶴岡市議会会議規則の制定について

市議会の会議の運営に関する手続及び議会内容の規律等を定めるもの。
議会第 号 鶴岡市議会委員会条例の制定について 可 決

市議会における委員会の組織及び運営に関する事項を定めるもの。
議会第 号 鶴岡市議会事務局設置条例の制定について

議会の庶務的事務の処理等のため議会事務局を設置するもの。
議会第 号 常任委員の選任 頁に掲載
議会第 号 議会運営委員の選任
選 第 号 鶴岡地区衛生処理組合議会議員の選挙
選 第 号 庄内広域行政組合議会議員の選挙
選 第 号 鶴岡地区消防事務組合議会議員の選挙
選 第 号 月山水道企業団議会議員の選挙
議会第 号 農業委員会委員の推薦について 推 薦
議会第 号 市長の専決処分事項の指定について 可 決

件 万円以内の市の義務に属する損害賠償の額を決定すること及び 件 万円以内の職員の
賠償責任を免除することを、議決により市長の専決処分事項と指定するもの。

議会第 号 鶴岡市議会委員会条例の制定について 可 決

議会第 号 鶴岡市議会事務局設置条例の制定について

議案番号 議案名 審議結果
選 第 号 議長の選挙 頁に掲載
選 第 号 副議長の選挙
議会第 号 鶴岡市議会会議規則の制定について

議会第 号 常任委員の選任 頁に掲載
議会第 号 議会運営委員の選任
選 第 号 鶴岡地区衛生処理組合議会議員の選挙
選 第 号 庄内広域行政組合議会議員の選挙
選 第 号 鶴岡地区消防事務組合議会議員の選挙
選 第 号 月山水道企業団議会議員の選挙
議会第 号 農業委員会委員の推薦について 推 薦
議会第 号 市長の専決処分事項の指定について 可 決
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川 村 正 志 齋 藤 久 菅 原 元 野 村 廣 登 佐 藤 信 雄 上 野 多一郎

山 中 昭 男 中 沢 洋 佐 藤 博 幸 鈴 木 武 夫 川 上 隆 関 徹

本 間 新兵衛

菅 原 幸一郎

佐 藤 信 雄

本 間 信 一

上野多 一 郎

押 井 喜 一

加 藤 太 一

秋 葉 雄

吉 田 義 彦

本 城 昭 一

渋 谷 耕 一

佐 藤 文 一

五十嵐 庄 一

三 浦 幸 雄

川 上 隆

榎 本 政 規

佐 藤 聡

加 藤 義 勝

今 野 良 和

寒河江 俊 一

加賀山 茂

関 徹

富 樫 正 毅

神 尾 幸

高 橋 雄

岡 村 正 博

佐 藤 峯 男

草 島 進 一

芳 賀 誠

佐 藤 征 勝

神 尾 幸

加 藤 義 勝

渋 谷 耕 一

本 間 信 一

佐 藤 文 一

押 井 喜 一

加 藤 太 一

富 樫 正 毅

加賀山 茂

芳 賀 誠

佐 藤 征 勝

委員会名委員会名

区分区分

常 任 委 員 会常 任 委 員 会
議会運営委員会議会運営委員会

議会だより議会だより

編集委員会編集委員会総 務総 務 市 民 生 活市 民 生 活 厚 生 文 教厚 生 文 教 産 業 建 設産 業 建 設

委 員 長委 員 長

副委員長副委員長

委 員委 員

今 野 良 和

本 間 新兵衛

菅 原 幸一郎

上 野 多一郎

五十嵐 庄 一

関 徹

秋 葉 雄

鈴 木 武 夫

佐 藤 信 雄

岡 村 正 博

加賀山 茂

草 島 進 一

吉 田 義 彦

佐 藤 聡

菅 原 元

加 藤 義 勝

押 井 喜 一

中 沢 洋

佐 藤 文 一

本 間 新兵衛

高 橋 雄

本 間 信 一

加 藤 太 一

富 樫 正 毅

山 中 昭 男

齋 藤 久

本 城 昭 一

川 村 正 志

佐 藤 峯 男

佐 藤 博 幸

野 村 廣 登

神 尾 幸

渋 谷 耕 一

寒河江 俊 一

三 浦 幸 雄

高 橋 雄

今 野 良 和

佐 藤 聡

押 井 喜 一

衛生処理組合議会議員衛生処理組合議会議員 庄内広域行政組合議会議員庄内広域行政組合議会議員 消防事務組合議会議員消防事務組合議会議員 月山水道企業団議会議員月山水道企業団議会議員

議会から推薦する農業委員会委員

に、菅原幸一郎氏（議会議員）、菅

原美和氏（新形町）、武田三喜子氏

（砂塚）、齋藤祐子氏（羽黒町川代）

が推薦されました。

農業委員会委員の推薦農業委員会委員の推薦

議会側が付議した議案と審議結果

委 員 会 等 の 構 成


